
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 兵庫県立身体障害者更生相談所 

 

 

〒６５１－２１３４ 

神戸市西区曙町１０７０ 
（兵庫県立総合リハビリテーションセンター内） 

 

電 話 （０７８）９２７―２７２７ 代表 
ＦＡＸ （０７８）９２７－２７４５ 
 

 

 

 

 

 



◆ 目  次 ◆ 

 

 

１ 設 置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

２ 沿 革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

３ 職員配置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

４ 業務内容  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

５ 身体障害者手帳の審査・交付等状況 

 (1) 身体障害者手帳所持者数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

 (2) 令和５年度 身体障害者手帳処理状況 ・・・・・・・・・・・・  ６ 

 (3) 令和５年度 身体障害者審査部会実施結果 ・・・・・・・・・・  ６ 

６ 補装具等の相談・判定状況 

(1) 相談・判定状況の推移（平成29～令和4年度）・・・・・・・・・  ７ 

(2) 令和５年度相談・判定状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

７ 令和６年度身体障害者巡回相談実施要領  ・・・・・・・・・・・  ９ 

（別表）巡回相談の地域区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

（別紙）令和6年度身体障害者巡回相談日程表・・・・・・・・・・  １２ 

（参考）令和4・令和5年度巡回相談実施状況・・・・・・・・・・    １３ 

８ 令和６年度地域リハビリテーション推進事業  ・・・・・・・・・  １４ 

 

（参考資料） 

   ・兵庫県立身体障害者更生相談所位置図 ・・・・・・・・・・・・  １６ 

   ・建物平面図及び配置図  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 設 置 

（1） 兵庫県立身体障害者更生相談所の役割 

   身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町の援護の適切な実施を支援するための専門機関 
として設置している。（身体障害者福祉法第11条） 

（2） 設置年月日 

昭和27年11月21日（兵庫県規則第77号） 
（3） 設置場所 

神戸市西区曙町1070（兵庫県立総合リハビリテーションセンター内） 
（4） 建物の規模、構造 

鉄筋コンクリート造３階建の１・２階部分 延面積319.0㎡ 
 

２ 沿  革 
昭和27年11月21日 身体障害者福祉法（昭24.12.26法律第283号）第11条及び兵庫県身体障

害者更生相談所規則（昭27.11.21兵庫県規則第77号）に基づき、神戸市生

田区楠町７丁目の兵庫県立中央児童相談所内に「兵庫県身体障害者更生相

談所」（以下、本項で「相談所」という。）を設置する。 

昭和32年10月１日 相談所を神戸市須磨区上手崎町３丁目１番地に移転する。 

昭和32年12月１日 

 

地方自治法(昭22.4.17法律第67号)の一部改正（昭31.9.1法律第147号）

により、神戸市身体障害者更生相談所(現在地：神戸市兵庫区水木通２－

１－10)が設置され、神戸市の区域が相談所の所管区域から除外される。 

昭和41年６月１日 相談所の所在地「上手崎町」が「行平町」に地名変更される。 

昭和45年４月１日 

 

相談所を神戸市垂水区玉津町吉田1070番地の「玉津福祉センター」内に

移転する。 

昭和51年７月21日 相談所の所在地「玉津町吉田」が「曙町」に地名変更される。 

昭和52年７月１日 「玉津福祉センター内」に「能力開発センター」が開設され、相談所を

同開発センター内の建物に移転する。 

昭和57年８月１日 神戸市の分区により、所在地「垂水区」が「西区」に地名変更される。 

昭和62年３月31日 

 

平成４年４月１日 

 

平成26年４月１日 

 

 

 

平成30年４月１日 

 

平成30年11月 

 

 

令和４年４月 

 

 

相談所を「兵庫県立身体障害者更生相談所」と改称する（行政組織規則

改正規則第44号）。 

「玉津福祉センター」を「兵庫県立総合リハビリテーションセンター」

に改称する。 

県内の身体障害者手帳の交付事務（神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市

の各市内居住者を除く。）が、各健康福祉事務所から兵庫県立身体障害者

更生相談所に移管される。  

 

 明石市の身体障害者手帳の交付事務が市に移譲される。  

 

兵庫医科大学に適合判定等のブランチ機能を設置。(｢電動車いす｣及び 

｢座位保持装置｣の再支給に限定 

 

県立障害児者リハビリテーションセンター(愛称:あまリハ)において兵

庫医科大学と同様のブランチ機能を設置。(｢電動車いす｣及び｢座位保持装

置｣の再支給に限定 
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３ 職員配置状況 

                                （令和６年４月１日 現在） 

職 名 
人 員（人） 

備    考 
専任 兼務等 計 

正

規 

職

員 

 

所 長 １ ０ １ 事務 

副所長兼事業課長 １ ０ １ 事務 

課長補佐 ６ ０ ６ 
事務６ 

技術（理学療法士） 

主 査 ２ ０ ２ 事務２ 

（正規職員 計） 10 ０ 10  

 

会

計

年

度

任

用

職

員 

 

補装具判定専門員 １ ０ １ 医師（整形外科） 

相談判定員 ２ ０ ２ 看護師、心理士 

医療参事 ０ １ １ 医師（整形外科）  ＊嘱託医師兼務 

嘱託医師 ０ ３ ３ 
整形外科１、循環器科１、 

耳鼻咽喉科１ 

聴能検査事務員 ０ １ １ 臨床補聴器技能士 

県政推進員等 ２ ０ ２ 事務、自動車運転員 

（会計年度任用職員 計） ５ ５ 10  

合 計 15 ５ 20  
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４ 業務内容 

県立身体障害者更生相談所は、概ね次の業務を行っている。 
 
(1)  身体障害者手帳の審査・交付（身体障害者福祉法第15条） 

   身体障害者手帳の交付を希望する者から居住地の市町を通じて提出された申請書類について、   

指定医師の診断書・意見書を踏まえて審査を行い、身体障害を認定したものに手帳を交付する。 

（神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市の居住者を除く。） 

なお、審査において、特に専門的判断を必要とする場合または身体障害に該当しないため却下  

る場合は、兵庫県社会福祉審議会（身体障害者福祉専門分科会  身体障害者審査部会）に諮問し、 

答申を得ることとしている。 

 

(2)  自立支援医療（更生医療）費支給の要否判定 

（身体障害者福祉法第11条第２項、障害者総合支援法第74条第２項） 

   市町（神戸市を除く。本項４において以下同じ。）が行う身体障害者に対する自立支援医療（更 
生医療）費の支給について、市町の求めに応じ、その要否を判定する。（市町に対する技術的助言） 

 
(3)  補装具費の支給にかかる処方及び適合の判定 

（身体障害者福祉法第11条第２項、障害者総合支援法第76条第３項） 

   身体障害者及び難病患者等の自立した日常生活又は社会生活を支援するため、市町が行う補装具 
  費の支給について、市町の求めに応じ、当該補装具の処方並びに適合に関する医学的及び心理学的 

判定等を行う。（市町に対する技術的助言） 
 
(4)  巡回相談（身体障害者福祉法第11条第３項） 

上記(3)の補装具費の支給にかかる処方及び適合の判定について、本県の地理的条件を考慮し、 
申請者の利便を図るため、市町や健康福祉事務所等関係機関の協力を得ながら、巡回相談を実施す

る。（詳細は「身体障害者巡回相談実施要領」（Ｐ.９）のとおり。） 
昭和 45 年から県立総合リハビリテーションセンターと合同（事業委託）で実施し、相談事業内

容の充実強化に努めている。 
なお、平成 18年度から、聴覚障害（補聴器）に係る判定は、文書判定を基本としたことから、巡

回（移動）相談における判定は廃止した。 
 
〔標準的なメンバー編成〕 

所    属 担  当  職  員 

県立身体障害者更生相談所 整形外科医師、身体障害者福祉司、理学療法士、心理判定員 

県立総合リハビリテーション
センター中央病院 

整形外科医師、理学療法士 

市福祉事務所及び町 身体障害者福祉事務担当者 
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(5)  地域リハビリテーションの推進 

身体障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、市町及び関係機関等の相互連携を図るこ 
とを通じて、地域での一貫した総合的なリハビリテーション活動を推進する。 
① 市町の身体障害者福祉事務担当職員を対象に研修会の開催 
② 補装具適正化推進会議の設置 
③ 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の研修会 
④ 兵庫県・神戸市身体障害者更生相談所調整会議 
⑤ 兵庫県リハビリテーション協議会への参画・協働 

なお、①～④の概要は、「令和6年度地域リハビリテーション推進事業」（Ｐ．14･15）のとおり。 
 

(6)  市町・関係機関等への情報提供等 

    身体障害者の更生援護の利便のため、市町や関係機関等に各種情報（厚生労働省からの通知、 
障害者福祉サービス利用情報等）の提供や必要な援助を随時行う。 
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５　身体障害者手帳の審査・交付等状況

　(1) 身体障害者手帳所持者数

　　（人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

県 1,564 1,674 296 383 819 290 5,026
政・中 3,269 3,257 598 740 1,460 476 9,800

計 4,833 4,931 894 1,123 2,279 766 14,826
県 339 1,313 746 2,152 38 2,334 6,922

政・中 627 2,638 1,299 2,929 70 4,041 11,604
計 966 3,951 2,045 5,081 108 6,375 18,526
県 59 74 543 357 0 0 1,033

政・中 52 86 933 588 0 0 1,659
計 111 160 1,476 945 0 0 2,692
県 7,358 7,560 7,331 12,622 5,421 2,402 42,694

政・中 13,780 14,175 12,360 20,215 9,809 3,701 74,040
計 21,138 21,735 19,691 32,837 15,230 6,103 116,734
県 16,040 277 3,791 6,335 0 0 26,443

政・中 21,795 591 9,020 9,943 0 0 41,349
計 37,835 868 12,811 16,278 0 0 67,792
県 9,824 140 2,429 2,289 0 0 14,682

政・中 12,405 294 6,043 4,127 0 0 22,869
計 22,229 434 8,472 6,416 0 0 37,551
県 5,663 37 533 114 0 0 6,347

政・中 8,568 139 1,267 121 0 0 10,095
計 14,231 176 1,800 235 0 0 16,442
県 349 28 573 306 0 0 1,256

政・中 524 85 1,352 444 0 0 2,405
計 873 113 1,925 750 0 0 3,661
県 38 29 224 3,492 0 0 3,783

政・中 21 21 296 5,090 0 0 5,428
計 59 50 520 8,582 0 0 9,211
県 22 5 20 114 0 0 161

政・中 29 13 44 139 0 0 225
計 51 18 64 253 0 0 386
県 144 38 12 20 0 0 214

政・中 248 39 18 22 0 0 327
計 392 77 30 42 0 0 541

県 25,360 10,898 12,707 21,849 6,278 5,026 82,118

政・中 39,523 20,747 24,210 34,415 11,339 8,218 138,452

計 64,883 31,645 36,917 56,264 17,617 13,244 220,570

1,076

221,646

※　凡例 県 ：県（身体障害者更生相談所において審査・交付）の所管分

政･中 ：政令市（神戸市）及び中核市（姫路市、尼崎市、西宮市、明石市）の所管分

計 ：上記の計（全県分）

　　　（実人数ベース）

    -５-

令和6年3月31現在

区　分

免疫機能障害(全県分)

合計（免疫含む）

合　　計

障害種別
重　　度 中　　度 軽　　度

呼吸器

ぼうこう
直 　腸

小　腸

肝　臓

視　　覚

合　　計

言　　語
そしゃく

肢　　体

聴　　覚

※　一人に複数の障害がある場合は、障害の程度を合算し、最も重度な障害種別の欄に記載している。

内　  部

心　臓

じん臓



 (2)  令和５年度 身体障害者手帳処理状況　

5,123 78 4,934 73 48 5,055 68
程度変更 2,186 36 2,134 22 10 2,166 20

紛失・破損 862 0 857 0 3 860 2

小　　計 3,048 36 2,991 22 13 3,026 22

8,171 114 7,925 95 61 8,081 90

    -
６

 (3) 令和５年度 身体障害者審査部会実施結果

-

（兵庫県社会福祉審議会 身体障害者福祉専門分科会 身体障害者審査部会）

肢体 視覚
聴覚
平衡

言　語
そしゃく

心臓 腎臓 呼吸器 小腸
ぼうこう
直　腸

免疫 肝臓
内　　部

18歳未満
計

55 5 19 3 12 9 72 4 2 14 195
等級の上がったもの 1 1 2 1 2 1 2 10
等級の下がったもの 188 1 3 1 6 1 36 3 1 240

45 1 1 2 5 11 1 5 1 1 73
13 2 3 1 3 22
14 1 1 11 1 28

0
316 8 27 8 28 12 133 1 12 0 5 18 568

処理件数
令和５年度
未処理件数

うち令和４年
度からの繰越

件数
交付 却下 取下げ 合計

新　　　規

再交付

合　　　計

区　　分
令和５年度
受理件数

合　　計

区　　　分

交　付
指定医師の意見どおり

指定医師意見
と異なるもの

却　下
新　　　規
程度変更

要返戻（要確認）
申請取下げ



６　補装具等の相談・判定状況

 (1)  相談・判定状況の推移（平成30～令和5年度）

更 生
医 療

補装具 計

　 人 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

30 来 所 2,966 1,038 1,926 0 0 0 0 2,964 1,036 1,808 2,844 57 0 2,833 5,734 2,342

巡回相談 556 0 535 0 0 0 0 535 0 486 486 0 0 535 1,021 446

計 3,522 1,038 2,461 0 0 0 0 3,499 1,036 2,294 3,330 57 0 3,368 6,755 2,788

R1 来 所 3,405 1,121 2,268 0 0 0 0 3,389 1,116 2,089 3,205 50 0 3,259 6,514 2,523

巡回相談 523 0 523 0 0 0 0 523 0 449 449 0 0 508 957 418

計 3,928 1,121 2,791 0 0 0 0 3,912 1,116 2,538 3,654 50 0 3,767 7,471 2,941

R2 来 所 3,379 1,219 2,141 0 0 0 0 3,360 1,216 1,989 3,205 45 0 3,269 6,519 2,561

巡回相談 446 0 446 0 0 0 0 446 0 383 383 0 0 443 826 361

計 3,825 1,219 2,587 0 0 0 0 3,806 1,216 2,372 3,588 45 0 3,712 7,345 2,922

R3 来 所 3,166 1,139 2,021 0 0 0 0 3,160 1,139 1,956 3,095 49 0 2,994 6,138 2,476

巡回相談 449 0 449 0 0 0 0 449 0 391 391 0 0 447 838 372

計 3,615 1,139 2,470 0 0 0 0 3,609 1,139 2,347 3,486 49 0 3,441 6,976 2,848

R4 来 所 3,346 1,293 2,037 0 0 0 0 3,330 1,292 1,962 3,254 31 0 3,192 6,477 2,624

巡回相談 441 0 441 0 0 0 0 441 0 395 395 0 0 443 838 379

計 3,787 1,293 2,478 0 0 0 0 3,771 1,292 2,357 3,649 31 0 3,635 7,315 3,003

R5 来 所 3,517 1,317 2,182 0 0 0 0 3,499 1,317 2,095 3,412 59 0 3,221 6,692 2,692

巡回相談 458 0 458 0 0 0 0 458 0 404 404 0 0 456 860 389

計 3,975 1,317 2,640 0 0 0 0 3,957 1,317 2,499 3,816 59 0 3,677 7,552 3,081
（注） 各年度の数値は、「当該年度受付分の当該年度処理件（人）数」と「過年度受付分の当該年度処理件（人）数」の合計値である。

※R1年度～R4年度のコロナウィルス感染拡大防止のための特例文書判定は、それぞれ来所、巡回相談に含む

取  扱
実人員 計

更 生
医 療

判　　　定　　　内　　　容

-
７
-

区分
医学的判定

年度

判定書
交 付
件 数

相　　　談　　　内　　　容

生 活 その他 計職 業 施 設
職 能
判 定

補装具
その他
の判定

心 理
判 定



　 人 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

（注）　数値は、「令和4年度受付分の年度内処理件（人）数」と「過年度受付分の令和4年度処理件（人）数」の合計値である。

-
８

-

 (2) 令和5年度 相談・判定状況

総計

計

1,209710499

0 0 3,957 1,317 2,499 593,8163,975 1,317 2,640 0 0

456 860 389

3,0840 0 3,677 7,552

458 0 404 0 0 0404

3,221 6,692 2,695

458 0 458 0 0 0 0

03,517 1,317 2,182 0 0 1,317 2,0950 0 3,499

0

593,412 0

330 0 0 33 33 00

47

小腸・他 33 33 0 0 0 33 66 28

047 0 0 47 940 0 0 47 47 0

0 0 513 1,026 513

免　疫 47 47 0 0

0 0 513 513 0 0513

0 10 20 10

腎　臓 513 513 0 0 0

0 10 10 0 0 010

215 430 215

肝　臓 10 10 0 0 0 0

215 215 0 0 0 0215

389

内部
（来所）

心　臓 215 215 0 0 0 0 0

991

0 0 0 0 458 0 404 0 0

1,018 2,286

458

0 0 0 1,296

0 456 860巡回相談 458 0

59 0 0

404

0 1,385 2,770 891

肢体

来　所 1,296 499 797 0

0 1,385 0 1,385 0 01,385

0 0

聴覚 来　所 1,403 0 1,385 0 0 0
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７  巡回相談 

(1)  令和６年度 身体障害者巡回相談実施要領      

 

１ 趣 旨 

  この要領は、身体障害者福祉法第 11 条第３項及び身体障害者更生相談所の設置及び運

営について（平成 15 年３月 25 日 障発第 0325001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部長通知）の規定に基づき実施する巡回相談について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施主体（機関） 

  兵庫県立身体障害者更生相談所（以下、「身更相」という。） 

 

３ 協力機関  

兵庫県社会福祉事業団総合リハビリテーションセンター（以下、「総合リハ」という。）

及び市町（神戸市を除く。） 

 

４ 対象者 

  身体障害者手帳の交付を受けている者及び難病患者等  

 

５ 相談日及び会場 

  各年度で定める「身体障害者巡回相談日程表」のとおり 

 

６ 相談内容 

 (1) 補装具（義肢・装具、車椅子）の支給に関する判定・相談、適合判定、装用指導 

 (2) 補装具（電動車椅子、座位保持装置）に関する相談 

なお、支給に関する判定は行わない。 

    

７ 役割分担及び相談の進め方 

(1) 市町は、対象者から巡回相談参加の希望を受理し、適当と認めた場合は、巡回相談の

開催地の市町（以下、「開催地市町」という。）に巡回相談対象者名簿（以下、「名簿」

という。）を送付する。また、対象者等から相談判定に必要な項目を聴取し、その内容

を記した調査票を名簿と合わせて、身更相に送付する。 

(2) 開催地市町は、相談日の２週間前までに各市町の名簿を取りまとめ、管内対象者 

の調査票と合わせて、身更相に送付する。 

    なお、対象者数は、当日診察を行う医師１人あたり概ね 12 枠（１枠 15 分:義肢・装具

１枠、車椅子２枠）以内とし、状況に応じて身更相と開催地市町で調整を行う。 

  （尼崎市、西宮市、姫路市については最大医師３人、その他地域は最大医師２人） 

 (3) 身更相は、名簿、調査票及び過去の判定記録に基づき、必要に応じて市町と協議し、

相談者を決定し、市町に通知する。 

 (4) 身更相と市町は、対象者と関係者の健康状況を把握するとともに、必要な対応につい

て十分留意する。 

  

                    －９－ 



(5) 相談当日の役割分担は次のとおりとする。 

  ①  会場設営：開催地市町 
  ②  受  付：開催地市町 

          受付時間は、原則、午前9時15分から12時15分の間とし、市町を通じ

て、あらかじめ対象者に受付時間を通知する。                   

  ③  面  接：身更相（身体障害者福祉司、看護師等) 

  ④  診  察：身更相・総合リハ（整形外科医師） 

（身更相・総合リハの理学療法士、看護師等が診察補助） 

  ⑤  採  型：補装具製作事業者 

 

８ その他 

 (1) 開催地市町は、相談会場の選定にあたっては、和室や上履きが必要な部屋等を避 
け、かつ対象者のプライバシー保護に十分配慮して、待合室、面接室、診察室、補 
装具採型室を準備する。なお、相談室に設置するブースの数と診察室の数は、対応 

する職員数に準じ、診察室は、車椅子の試乗ができる広さを確保する。 

 (2) 市町は、必要に応じて面接・診察に立ち会うことができる。 

 (3) 市町は、相談者が希望する補装具製作事業者と、相談当日の参加について連絡調整を

行う。 

   原則、補装具製作業者が立ち会わない場合は判定を行わない。 

 (4) 市町は管内の対象者に巡回相談の周知を図るとともに、効率的な実施に向け、協力を

行う。 

 (5) 災害等発生時（地震、風水害、感染症拡大期等）、又はそのおそれがある時（気 

  象警報発令時等)は、身更相と関係する協力機関が協議し、実施の可否を決定する。 

 (6) この要領に定める事項以外については、その都度身更相と関係する協力機関が協議し 

決定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    -１０- 



（別表） 巡回（移動）相談の地域区分 

関係市

町 

 

地域区分 

    

市 

 

 

町  （健康福祉事務所） 

 

 備 考 

阪 神 南 

尼   崎 

西   宮 

芦   屋 

  

    阪 神 北 

伊   丹 

宝   塚 

川   西 

三   田 

 

 猪 名 川  （宝 塚） 

 

 

東 播 磨 

明   石 

加 古 川 

高   砂 

稲   美 

          （加古川） 

播   磨     

 

北 播 磨 

西   脇 

三   木 

小   野 

加   西 

加   東 

 

 

多   可  （加 東） 

 

中 播 磨 

 

姫   路 

神   河 

市   川  （中播磨） 

福   崎 

 

西 播 磨 

相   生 

た つ の 

赤   穂 

宍   粟 

太   子 

上    郡  （龍 野） 

佐   用 

 

但    馬 

豊   岡 

養   父 

朝   来 

香   美 

          （新温泉） 

新 温 泉 

 

丹    波 
篠   山 

丹   波 

  

淡    路 

洲   本 

南あわじ 

淡   路 
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４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月 １０　月 １１　月 １２　月 １　月 ２　月 ３　月

実 施 日 １９日（第3金） １７日（第3金） ２１日（第3金） ５日（第１金） ２日（第1金） ２０日（第3金） ４日（第1金） ２２日（第4金） ２０日（第3金） １０日（第2金） ７日（第1金） ２１日（第3金）

開催地市町 西宮市 宝塚市 尼崎市 西宮市 伊丹市 尼崎市 西宮市 宝塚市 尼崎市 川西市 西宮市 尼崎市

実施会場
西宮市総合福
祉センター

宝塚市総合福
祉センタ-

尼崎市立中央
北生涯学習プラ
ザ

西宮市総合福
祉センター

伊丹市立障害
者福祉セン
ター

尼崎市立中央
北生涯学習プラ
ザ

西宮市総合福
祉センター

宝塚市総合福
祉センタ-

尼崎市立身体
障害者福祉セン
ター

川西市役所
７階

西宮市総合福
祉センター

尼崎市立身体障
害者福祉セン
ター

実  施  日 ９日（第2金）

開催地市町 三田市

実施会場
三田市総合福
祉保健センター
１階

実 施 日 ７日（第1金） ２５日（第4金） ２１日（第3金）

開催地市町 姫路市 姫路市 姫路市 

実施会場
姫路市総合福
祉会館

姫路市総合福
祉会館

姫路市総合福
祉会館

実 施 日 ２６日（第4金） １３日（第2金） ６日（第1金）

開催地市町 赤穂市 宍粟市 たつの市

実施会場
赤穂市総合福
祉会館

宍粟防災セン
ター

たつの市はつ
らつセンター

実 施 日 ３１日（第5金） ２３日（第4金） ２９日（第5金） ７日（第1金）

開催地市町 豊岡市 養父市 新温泉町 朝来市

実施会場
豊岡市役所立
野庁舎

やぶ市民交流
広場〔YBファ
ブ〕

保健センター
すこやかーに

和田山生涯学
習センター

実 施 日 ２８日（第4金） １１日（第2金）

開催地市町 丹波市 丹波篠山市

実施会場
丹波市氷上住
民センター

丹波篠山市民
センター

実 施 日 １２日（第2金） ２４日（第4金）

開催地市町 淡路市 洲本市

実施会場
淡路市東浦すこ
やかセンター

洲本市健康福
祉館

－
１
２
－

但　馬

丹　波

淡　路

　　（別表）　令和６年度　身体障害者巡回相談日程表

地　域

阪　神

中播磨

西播磨



実施月日 実 施 場 所
実人員
（人）

実施月日 実 施 場 所
実人員
（人）

6月17日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 22 6月16日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 28

9月16日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 16 9月15日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 18

12月16日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 28 12月15日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 25

3月17日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 15 3月16日 尼崎市立身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ 25

4月22日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 27 4月21日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 20

7月8日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 22 7月7日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 27

10月7日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 21 10月6日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 25

2月3日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 19 2月2日 西宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ 16

5月13日 宝塚市総合福祉ｾﾝﾀｰ 11 5月16日 宝塚市中央公民館 9

8月5日 伊丹市立障害者福祉ｾﾝﾀｰ 6 8月4日 伊丹市立障害者福祉ｾﾝﾀｰ 16

8月19日 さんだ市民ｾﾝﾀｰ 12 8月18日 さんだ市民ｾﾝﾀｰ 10

11月4日 宝塚市総合福祉ｾﾝﾀｰ 11 11月17日 芦屋市保健福祉センター 16

1月6日 ｷｾﾗ川西ﾌﾟﾗｻﾞ 11 1月5日 川西市役所 11

6月3日 姫路市総合福祉会館 20 6月2日 姫路市総合福祉会館 22

10月21日 姫路市総合福祉会館 24 10月20日 姫路市総合福祉会館 22

2月17日 姫路市総合福祉会館 27 2月16日 姫路市総合福祉会館 26

7月29日 赤穂市総合福祉会館 6 7月28日 相生市文化会館 20

9月9日 宍粟防災ｾﾝﾀｰ 5 9月8日 南光文化センター 1

12月2日 たつの市はつらつセンター 14 12月1日 たつの市はつらつセンター 10

5月27日 豊岡市役所立野庁舎 18 5月26日 豊岡市役所立野庁舎 11

8月26日 養父公民館 5 8月25日 やぶ市民交流広場 10

11月11日 健康福祉ｾﾝﾀｰすこやか～に 9 11月10日 香美町役場 9

3月3日 和田山生涯学習ｾﾝﾀｰ 3 3月1日 朝来市和田山生涯学習センター 10

6月10日 丹波市 氷上住民ｾﾝﾀｰ 6 6月23日 丹波市 氷上住民ｾﾝﾀｰ 2

10月14日 丹波篠山市民ｾﾝﾀｰ 6 10月13日 丹波篠山市民ｾﾝﾀｰ 5

7月1日 洲本市健康福祉会館 6 7月14日 淡路市東浦すこやかセンター 3

1月20日 南あわじ市保健ｾﾝﾀｰ 4 1月19日 南あわじ市保健ｾﾝﾀｰ 7

計 374 404

（参考）令和４年度・令和５年度　身体障害者巡回相談実施状況

令和4年度 令和5年度

阪 神

（２７回）（２７回）

西播磨

－１３－

中播磨

R４年度は、コロナウィルス感染対策のための特例文書判定含む

地 域

但馬

丹 波

淡 路



  

８ 令和6年度 地域リハビリテーション推進事業 

 

区 
分 

① 身体障害者福祉行政関係職員研修会 ② 補装具適性化推進会議 

目 
 
的 

 身体障害者の更生援護を実施する上で 
必要なリハビリテーションに関する基本 
知識、技術等について、具体的、実際的 
な講習を行い、身体障害者福祉事務担当 
者の資質の向上を図る。 
 

 身体障害者の更生援護に係わる機関が相 

互の有機的連携の下に、各制度間の調整及 

び補装具製作委託業者との協議を通じて補 

装具給付の適性化を図り、身体障害者等に 

対する一貫したリハビリテーション活動の 

推進を図る。 

 

内 
 
容 

・補装具、日常生活用具及び更生医療に 
関する基本（医学的）講座の開催 

・厚生労働省通知、日常業務の円滑な遂 
行に向けた情報（共有）提供及び事務 
連絡 

・福祉施設等の実地見学 
・リハビリテーション医学、理学療法、 
作業療法、言語療法に関する医学講座 

・身体障害者福祉、リハビリテーション 
に関する情報提供 

                等々 
（年２回開催） 
 

・補装具等に関する法的・制度上の疑義、 
問題点の検討・協議 

・補装具納品の適正化に向けた協議、調整 
及び厚生労働省通知等の事務連絡 

・判定関係スタッフへの定期研修 
・補装具等（義肢装具・車椅子）の処方体 
制と処方箋の準備確立 

・補装具開発製作技術セミナーの開催 
・補装具使用に関する調査研究 
・福祉用具に関する情報交換    

等々 
（適宜開催） 

参 
加 
者 

・県、市福祉事務所、町 
・県健康福祉部障害福祉担当課 
・県立総合リハビリテーションセンター 
（福祉のまちづくり研究所） 

・県立身体障害者更生相談所 
・その他 
 

・県・市町 
・補装具製作施設及び補装具製作業者 
・県立総合リハビリテーションセンター 
（福祉のまちづくり研究所） 

・県立身体障害者更生相談所 
・その他 
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区 
分 

③身体障害者福祉法第 15 条に規定する

指定医師の研修会 

④兵庫県・神戸市身体障害者更生相談所調

整会議 

目 
 
的 

 ｢身体障害者診断書・意見書｣の記載方法

等について、身体障害者福祉法第 15 条第

１項に基づき、新たに知事が指定した指定

医師に対して、嘱託医から例示を示しなが

ら研修を行い、身体障害患者に、適切で平

等な等級の手帳を交付できるようにする。 

兵庫県立身体障害者更生相談所及び神戸 

市障害者更生相談所の事務処理等について

必要な情報交換、協議を行い、身体障害者の

更生援護にかかる施策等の適正実施に資す

る。 

 

 

内 
 
容 

・｢適切な身体障害者診断書・意見書（肢

体障害用）の作成方法について｣  

・「不適切な診断書・審査に困る診断書（肢

体不自由）、障害状況報告書について」 
                等々 

 
 
 
 
 
 

身体障害者福祉法及び障害者の日常生活 

を総合的に支援するための法律に基づく業

務を適正に実施するため、次に掲げる事項を

情報交換及び協議する。 

一 兵庫県及び神戸市が連携して取り組む

べき施策のうち、懸案事項等 

二 前号に掲げるもののほか、兵庫県及び神

戸市の事務処理について必要な事項等々 

              
 （年２回開催） 
 

参 
加 
者 

・身体障害者福祉法第 15 条第１項に基づ

き、新たに知事が指定した医師 

 

 

・兵庫県立身体障害者更生相談所職員 

・神戸市障害者更生相談所職員 
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配置図 及び 建物平面図 

 

(1) 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建物平面図 

      １Ｆ               ２Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区 分 面積 ㎡  区 分 面積 ㎡ 

事務室 
書庫 
面談室 
玄関ロビー 

145.0 
24.0 
7.5 
49.5 

会議室 
心理・聴覚判定室 
 
 

57.0 
36.0 

 
 

計 226.0 計 93.0 

Ｎ 

身体障害者 
更生相談所 

通用口 

入口 

書庫 

 

 

会議室 

玄関 
ロビー 

廊下 

 

駐車場 

電気・機械室 

ＷＣ ＷＣ 

ＥＶ 

芝 生 

１Ｆ 
総合案内所・ 
地域ケア・リハ 
ビリテーション 
支援センター 

 

２Ｆ 
総 務 課 

入口 

身体障害者更生相談所 
 

事務室 

２ 
Ｆ 
連 
絡 
橋 

道路 

 

 

心理・聴覚 
判定室 面談室 

受付カウンター 

１Ｆ 障害者多機能型事業所 

「あけぼのの家」 

２Ｆ 職業能力開発施設 
３Ｆ 事業団事務局 

-１７- 


